
別紙様式第１１

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

物品等又は役務の名称及び数量
随意契約担当部課の名称
及び住所地
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締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に
係る契約金額
（税込）

随意契約によることとした理由
その他必要
な
事項（備考）

病院運営及び経営に関するアドバイザリー業務委託
契約の締結

伊勢赤十字病院　事務部　企画課

伊勢市船江1丁目471番2
令和4年4月1日

シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング株式会社
大阪府吹田市桃山台５丁目２０番１号

4,171,200円／年

選定業者は当院の病院移転新築時から医療経営コンサ
ルタント業務を受託しており、運用計画等について熟知
しているため円滑に業務を遂行できると思料されること
から、日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性
質又は目的が競争を許さない場合」を適用して随意契
約を締結したものである。

新型コロナ病棟退院清掃及び消毒業務
伊勢赤十字病院　事務部　企画課

伊勢市船江1丁目471番2
令和4年4月12日

ワタキューセイモア株式会社三重営業所
三重県伊勢市通町500番地

750,000円/月

新型コロナウイルス感染症患者の増加により、看護師業
務の負担増加していることから、早急に負担軽減に取り
組む必要があること。また、感染症関する専門的技術を
要することから日本赤十字社会計規則第36条第4項「契
約の性質又は目的が競争を許さない場合」を適用して
随意契約を締結したものである。

リニアック室１・２自動ドア部品交換作業
伊勢赤十字病院　事務部　施設課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和4年6月1日

㈱アサヒファシリティズ
名古屋市中区錦２丁目２番１３号

1,364,000円
予定価格が２５０万円をこえない工事であるため（日本
赤十字社会計規則施工細則第３５条第１項）

ヘリポート給油施設制御盤
部品交換作業

伊勢赤十字病院　事務部　施設課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和4年6月22日

㈱アサヒファシリティズ
名古屋市中区錦２丁目２番１３号

1,518,000円
予定価格が２５０万円をこえない工事であるため（日本
赤十字社会計規則施工細則第３５条第１項）

ＲＩ排気処理設備
活性炭・HEPAフィルター交換作業

伊勢赤十字病院 事務部　施設課
　
伊勢市船江１丁目４７１番２

令和4年9月16日
㈱アサヒファシリティズ
名古屋市中区錦２丁目２番１３号

3,850,000円

放射性物質に汚染されたフィルターを取り扱うため、専
門的な知識に加え、作業時は細心の注意を払う必要性
があるが、選定業者は当該排気処理設備の保守点検業
務を実施していることから、同設備について熟知してして
おり、本件の円滑実施に適していると思料されるため、
日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」を適用して随意契約を締結
したものである。

外調機自動制御機器更新作業
伊勢赤十字病院  事務部　施設課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和4年9月16日

㈱アサヒファシリティズ
名古屋市中区錦２丁目２番１３号

21,890,000円

当院の外調機及び自動制御機器の保守点検業務を実
施していることから、当該設備について熟知している。
又、エネルギーセンター設備全般の運用管理受託業者
でもあることから、中央監視装置（エネルギーセンター設
置）との連動試験、状態監視試験及び更新作業に伴う
切替え操作等において臨機な措置がとれることから、本
件の円滑実施に適していると思料されるため、日本赤十
字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は目的が競
争を許さない場合」を適用して随意契約を締結したもの
である。
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HIS系無線LAN機器更新工事１式
伊勢赤十字病院　事務部　資材課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和4年10月12日

㈱きんでん 中部支社
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号JRセントラル
タワーズ３８階

30,657,000円

契約業者は医療情報等ネットワークシステムの施工業
者であり、かつ保守業務を委託している業者であること
から、当該設備に熟知しており、本件の円滑実施に適し
ていると思料されるため、日本赤十字社会計規則第36
条第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
を適用して随意契約を締結したものである。

ミナト医科学社製
起立練習傾斜ベッド
チルトテーブル
K1430MN　１式

伊勢赤十字病院  事務部　資材課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和4年10月17日

㈱八神製作所　伊勢営業所
伊勢市神久二丁目１番２８号

1,485,000円
予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２号）

ニプロ社製　透析用監視装置
NCV-3AQ タイプG　１式

伊勢赤十字病院 事務部　資材課
　
伊勢市船江１丁目４７１番２

令和4年11月28日
㈱フェニックス
松阪市曽原町２１４番地１

1,468,500円
予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２号）

日本光電工業社製　除細動器
TEC-5631　１式

伊勢赤十字病院 事務部　資材課
　
伊勢市船江１丁目４７１番２

令和4年11月28日
㈱エヌケーティー
伊勢市御園町長屋２０６２番地２

1,543,850円
予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２号）

イツミ製作所製　ガス乾燥機
TD-130G　１式

伊勢赤十字病院 事務部　資材課
　
伊勢市船江１丁目４７１番２

令和4年11月28日
ワタキューセイモア㈱ 三重営業所
伊勢市通町５００番地

1,097,800円
予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２号）

デルテクノロジー社製
診療材料管理システムサーバー
DELL PowerEdge
T350 Server　２式

伊勢赤十字病院 事務部　資材課
　
伊勢市船江１丁目４７１番２

令和4年11月28日
㈱エフエスユニマネジメント
東京都港区芝浦３丁目４番地１号

1,516,614円
予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２号）
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生体情報監視装置　一式
伊勢赤十字病院 事務部　資材課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和4年11月30日

㈱エヌケーティー
三重県伊勢市御薗町長屋２０６２番地２

33,880,000円

更新する生体情報監視装置は、既存の日本光電工業
社製手術・生体情報管理システムGAIAに接続する必要
があることから、同一メーカーによる選定を行ったもので
ある。当該既存システムの納入業者は株式会社エヌ
ケーティー（特約店）であり、システムの仕様を熟知して
いること、保守契約の窓口であり、障害発生時にはシス
テムベンダと連携し、復旧に向けて一次対応・機器交換
作業等の対応を迅速に担うことが思慮されるため、日本
赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は目的
が競争を許さない場合」を適用して随意契約を締結した
ものである。

イソメディカル社製 腹臥位用
手術台 LT-2000LP １式

伊勢赤十字病院　事務部　資材課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和5年3月3日

㈱八神製作所　伊勢営業所
伊勢市神久二丁目１番２８号

1,206,700円
予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２号）

分娩監視装置　一式
伊勢赤十字病院 事務部　資材課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和5年3月8日

㈱中辻大誠堂
三重県伊勢市小木町４７８番地１

13,499,970円

更新する分娩監視装置は、現在稼働中のトーイツOBIS
セントラルシステムと接続する必要がある。同一メーカー
の接続により、時計同期が可能、患者情報を取込ことで
記録紙のトップシートへ印刷が可能、分娩監視装置から
セントラルシステムへ胎児心拍原音の送信が可能、と
いった利点があることから、同一メーカーによる選定を
行ったものである。当該既存システムの納入業者は株
式会社中辻大誠堂である為、システムの仕様を熟知し
ていると共に、障害発生時には各システムベンダと連携
し復旧に向けて一次対応・機器交換作業等の対応を迅
速に担うことが思慮されるため日本赤十字社会計規則
第36条第4項「契約の性質又は目的が競争を許さない場
合」を適用して随意契約を締結したものである。

備考

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（２）必要であるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。


